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内航フェリー・RORO船ターミナルにおけるシャーシ・コンテナ位置管理等システム導入ガイドライン 付録（１）



モーダルシフト促進等に向けた内航フェリー・RORO船ターミナルの機能強化

○ トラックドライバー不足等の課題解消に向けて、モーダルシフトを促進し、増大する海上物流のニーズに対
応するため、長距離輸送等を担う内航フェリー・RORO船ターミナルにおけるシャーシ・コンテナ置き場等の整
備に対する支援を行う。（補助率 １／３以内）

小口貨物積替施設 リーファープラグシャーシ・コンテナ置き場

船舶大型化や無人航送の増加等を踏まえ、
必要となるシャーシ・コンテナ置き場の整備を
促進。

小口貨物のモーダルシフト需要等を踏まえ、ト
レーラー等に積み替えて効率的に輸送を行うた
め、小口貨物積替施設の整備を促進。

温度管理が必要な農水産品や冷蔵・冷凍食品
のモーダルシフト需要に対応するため、リー
ファープラグの整備を促進。

小口貨物積替施設 リーファープラグシャーシ・コンテナ置き場

＜対象事業＞
 国内コンテナ又は国内シャーシ輸送に係る小口貨物等の積替円

滑化を支援するための施設の整備

＜対象施設＞
 内航フェリー・RORO船が寄港する埠頭における、シャーシ・

コンテナ置き場、小口貨物積替施設、リーファープラグ
（リーファープラグはシャーシ・コンテナ置き場又は小口貨物積替施設の整備に関する事
業が実施される埠頭内のものに限る）

＜補助率＞
 １／３以内

＜補助対象者＞
 地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人、港湾法第43

条の11第１項又は第６項により指定を受けた者、港湾法第54条の３第２項に
より港湾管理者の認定を受けた者

＜対象港湾＞
 重要港湾以上の港湾
 片道の航続距離が300km以上又は国際戦略港湾を寄港地に含む

片道の航続距離が100km以上の内航フェリー・RORO船航路の
寄港が合わせて週6回以上見込まれる港湾
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内航フェリー・RORO船ターミナルにおけるシャーシ・コンテナ位置管理等の高度化

【対象港湾】

 片道の航続距離が300km以上又は国際戦略港湾を寄港地に含む片道の航続

距離が100km以上の内航フェリー・RORO船航路の寄港が合わせて週６回以

上見込まれる港湾

【対象施設】

 シャーシ・コンテナの入退場管理、損傷確認、位置管理の高度化に必要となる

施設

【補助率】

 １／３以内

【民間事業者の事業選定プロセス】

 公募方式の事業選定スキームにより、応募のあった事業計画の内容を審査し

た上で、事業者や事業実施港湾等を決定。

○ モーダルシフト等に対応するための内航フェリー・RORO船ターミナルの機能強化として、ターミナルにおける作業環境や生産性の
向上を図るためのシャーシ・コンテナ位置管理等の高度化を支援する。

○ 令和8年度から令和12年度までの5年間に限り実施する。

（概要）

・入退場口に設置されたカメラあるいは端
末等により車両情報を読み取り入退場
情報を記録。

（概要）

・入退場口等にて、シャーシ・コンテナの損
傷状況を自動撮影するなどし記録。

（概要）

・ターミナル内に設置したカメラ、駐車マス
やシャーシ等に設置した位置情報端末に
より、蔵置されたシャーシ等の位置を追
跡・記録。

シャーシ・コンテナ損傷確認 シャーシ・コンテナ位置管理シャーシ・コンテナ入退場管理

【対象事業】

 シャーシ・コンテナの入退場管理、損傷確認、位置管理の高度化に必要となる

施設の整備に関する事業

【補助対象者】

 地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人、港湾法第

43条の11第１項又は第６項により指定を受けた者、港湾法第54条の３第
２項により港湾管理者の認定を受けた者

 次の各号のいずれかに該当する民間事業者

• 対象港湾のふ頭を利用する内航フェリー・RORO船の船舶運航事業者

• 応募内容に関して船舶運航事業者の同意を得た港湾運送事業者（港湾運送事業

法（昭和26年法律第161号）第3条第1号の一般港湾運送事業の許可を受けたも

の）

• 内航フェリー・RORO船ターミナル運営を行う者

• 上記のいずれかと同等であると国土交通省が認める者


